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調査・報告

はじめに
2016年の農家世帯員の農業就業人口は、農家の

離農が進んだことで192万人と初めて200万人を

下回り、20年前と比べると半分近くに減少した（図

１）。他方、雇用者（常雇い）のいる販売農家の戸数は、

10年前と比べ1.9倍に増加しており、農家における

労働力の構成が世帯員から雇用者に切り替わってい

る状況がうかがえる。また、農事組合法人などの農

業事業体が年々増加していることもあり、農業全

体の雇用者の人数は、この10年で1.7倍に増加し、

2015年には20万人を超えた（図２）。昨今の農業

は機械化が進んでいるものの、いわゆる農業者だけ

では農業生産を維持することが難しくなってきてお

り、雇用者は日本の農業を支える貴重な戦力・担い

手となっている。

しかし、人口減少や少子高齢化の影響で、人材の

確保が年々厳しさを増しており、農業分野における

有効求人倍率は全産業平均を上回って推移している

（図３）。こうした影響を反映するように2017年の

雇用者の人数は、近年の伸び率に反して前年を下回

るという現象が起きた（図２）。つまり、必要な人

材を確保できていない農業の実態を浮き彫りにした。

こうした現状を打破するため、農業団体や自治体な

どが安定的な人材確保に向けて知恵を絞っている。

そこで、本稿では、多様な人材の確保、定着に取

り組む北海道の小清水町農業協同組合（以下「JAこ

しみず」という）および愛媛県の西宇和農業協同組

合（以下「JAにしうわ」という）の事例を紹介する。

労働力確保のためのJA連携の取り組み

調査情報部　伴　加奈子、坂上　大樹

【要約】
　農業就業人口が減少する中で、雇用者は日本の農業を支える貴重な戦力となっている。産地では、雇用
者の通年作業の確保や、農繁期における一時的な労働力の確保などの課題に対して、農繁期の異なるJA
が協力体制を築く動きが見られる。外国人材も含め多様な人材の活用による労働力の確保に向け、各産地
では努力が続く。

資料：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」
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１．JAこしみずにおける多様な
担い手確保の取り組み

（１）直面する課題
人口約5000人の農村地帯である小清水町（図４）

は、就業人口の約３人に１人が農業に従事し（図５）、

農業産出額が北海道179市町村中31位に位置する

など、農業を核として地域経済や地域社会が形成さ

れている。しかし、約20年前には430戸以上あっ

た農家戸数が、2005年に400戸を下回り、2015

年では342戸と生産者の減少が続いている（図６）。

他方、１戸当たりの経営面積を見ると、一貫して増

加しており、離農した生産者の跡地を既存の農家

が受け皿となって耕作している実態が見て取れる。

JAこしみずの推計によると、2030年までにさら

に100戸近くの生産者が離農し、１戸当たりの経

営面積は40ヘクタールを超えることが予想され、

家族経営の下での規模拡大の限界に達するとみられ

る。

生産者の高齢化が叫ばれる中、小清水町では農作

業補助者の家族やパート従業員も高齢化が進んでい

ることから（図７）、10年後も同じ人員を確保でき

るとは限らない。こうした現状を踏まえると、作付

け体系が粗放化したり、休耕地が発生したりするこ

とは避けられない。また、労働集約的であるてん菜

やばれいしょ、野菜などの作付けが敬遠され、小麦

などの省力的な作物の作付けが増えることで地域の

労働市場はますます縮小し、結果として若者の雇用

機会が失われ、地域の活力や経済が衰退するとの懸

念もある。

資料：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」

資料：農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」
（原典：厚生労働省「職業安定業務統計」）
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図３　農業分野における有効求人倍率の推移
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資料：農畜産業振興機構作成

資料：総務省「平成27年国勢調査」

資料：農林業センサス
　注：2020年以降は、JAこしみずの予測値

資料：総務省「平成27年国勢調査」
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図４　小清水町の位置

図５　産業別男女別就業人口（小清水町）

図６　小清水町における農家戸数および１戸当
たりの経営面積の推移

図７　農業就業者の年齢構成（小清水町）
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（２）新たな担い手対策
そこで、小清水町では主として就農希望者の確保・

育成に主眼が置かれていたこれまでの担い手対策を

抜本的に見直し、JAこしみずとの連携の下、田舎

暮らしを志向する移住者や、働く意思のある障がい

者なども広く受け入れ、定住・定着の支援を図りな

がら、地域農業の新たな担い手として育成する「農

業担い手育成プロジェクト」を2015年からスター

トさせた。

このプロジェクトでは、「町にヒトを呼び込み、農

業の担い手を育成すること」を戦略の中心に据え、農

業の道を選ぶことに対する心理的ハードルを下げる

ための入り口対策に重点が置かれている。一例とし

て、農業体験などと組み合わせた観光を推進し、町内

を広く周遊してもらう取り組みを進めている。また、

移住を希望する者に働く場と住まいを保障するため、

JAこしみずの職員として受け入れ、廃校により使わ

れなくなった教員住宅を貸し出す仕組みを整えた。

こうした取り組みにより、道内外からの移住者を

含む６人が地域農業の新たな担い手として活躍して

いる。現在、３月から10月までは生産者からの依

頼に応じた農作業を行い、それ以外の期間はJAの

施設での仕事に従事しているが、将来的には彼らに

座学研修や農業技術の実践教育を行い、新規就農や

農業法人への転職など次のステップに向けた支援も

行う計画である。

（３）働きやすい環境の整備
JAこしみずは2017年12月14日、全国有数のみ

かんの出荷高を誇るJAにしうわと農繁期の労働力

確保対策などで相互に協力する協定を結んだ。協定

には、互いの産地の労働力を融通し合う仕組みを構

築することをはじめ、農業後継者やJA職員の交流

の場を提供することなどが盛り込まれた。

JAこしみずでは、作物の植え付け期や収穫期に

雇う農作業補助者の不足が顕在化しつつあることを

背景に、多くの生産者からサポートを求める声が上

がっていたことを受け、既存の枠組みや産地の垣根

を超えてヒトを呼び込む仕組みが必要と判断した。

具体的な計画では、農繁期の中で最も人手を要す

る期間（JAこしみずの場合は作物の植え付け期の

４～５月ごろ、JAにしうわの場合はみかんの収穫

期の11～12月ごろ）に、それぞれの産地から人材

を送り、受入れ先の生産者宅でホームステイした

り、シェアハウスに宿泊したりしながら農作業を手

伝う。送り出される生産者などに対しては、産地ま

での移動に係る交通費や働いた日数分の賃金を支給

し、経済的な支援を行う。初年度となる2018年は、

JAこしみずからは、生産者のほか、JA職員や「農

業担い手育成プロジェクト」で採用したスタッフな

どの中から15人程度を送り出した。

JAこしみずの担当者は、今回の協定ですぐに農

繁期の人手不足が解消されるとは考えていない。そ

れでも、「労働力を補うため互いの生産者を交流さ

せるという画期的かつ挑戦的な内容であり、あらゆ

る可能性を探りたい」と期待を込める。JAこしみ

ずに限らず北海道の農業は、これまで生産者の農作

業を手伝ってきた親族や近所の人々が高齢を理由に

現場から次々と引退する中、経営規模がさらに拡大

すると見込まれる状況下にあり、外国人を含めた外

部の労働者を積極的に受け入れていかなければ農業

経営は立ち行かなくなると予想される。このため、

生産者は今以上に雇用主（事業主）としての自覚を

写真１　小清水町に移住した者が生産者の農業支援を行
う様子

（JAこしみず提供）
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持ち、適切な労務管理や労働災害防止対策などを講

じながら、労働環境をさらに向上させていくことが

求められる。

そういう意味で、JAこしみずの取り組みは、生

産者自身が雇われる側の１人として農作業を行うと

いう体験を通じて、労働者受入れの心構えや考え方

を見つめ直す良い機会となっており、労働者の目線

で働きやすい環境や風土を構築していくことにつな

がると考えられる。

２．JAにしうわにおける複数の
産地が連携した援農者確保
に向けた取り組み

JAにしうわでは、前述したJAこしみずとの提携

のほか、労働力確保の取り組みの一つとして、農繁

期の異なる２つの産地（ふらの農業協同組合〈以下

「JAふらの」という〉、沖縄県農業協同組合〈以下「JA

おきなわ」という〉）と連携し、援農者（アルバイター・

ヘルパー・作業工員）の相互紹介、情報共有などの

取り組みを行っている。産地にとっては作業スキル

や意識の高い人材の安定確保につながり、援農者に

とっては次の仕事を探す労力や採用に係る負担の軽

減になるなど双方にメリットのある取り組みとなっ

ている。援農者の受入れにあたっては、宿舎の確保

などハード面と、援農者とのコミュニケーションを

基本とした受入れ体制の充実というソフト面による

労働環境の整備がリピーターの確保につながってお

り、以下にその概要を紹介したい。

（１）他産地との連携による援農者の確保
～ 多くの人手を要するみかんの収穫作業と生産者

の高齢化～

JAにしうわは愛媛県伊方町、八幡浜市、西予市

の一部を管内とし、総面積26キロ平方メートルの

うち、耕作率は約20.2％で、全耕作地の95.8％で

温州みかん、中晩柑を中心とした果樹が栽培されて

いる（図８、９）。

写真２　JAこしみずの生産者（後継者）がJAにしうわ
のみかん農園で農作業を行う様子

（JAこしみず提供）

資料：JAにしうわホームページ

図８　JAにしうわの位置
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管内は西宇和みかん、真穴みかんなど全国有数の

温州みかんのブランドを擁し、愛媛県全体の温州み

かんの約半数を生産するなど柑橘王国愛媛県を牽
けんいん

引

する存在である。

柑橘部門のウエイトが極めて高いことから、管

内の農作業の繁忙期は温州みかんの収穫が始まる 

11～12月にピークを迎え、中晩柑の収穫が終わる

４月初めごろまで続く。同JAによると、これら柑

橘類の栽培の中でも、管理作業についてはスプリン

クラーなどによる省力化が進んでいるものの、収穫

については収穫適期の見極めや果実の丁寧な取り扱

いが必要なことから人力に頼らざるを得ず、規模拡

大のボトルネックにもなる部分だという。

管内農業者の年齢構成は2014年度時点で65歳

以上が６割を超えており、農家戸数は2006年から

2015年の間に579戸、年平均60戸超のペースで

減少している（図10、11）。

温州みかん

2,026ha

（53%）

中晩柑

1,670ha

（44%）
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37t（0.05%）

図９　JAにしうわの主要品種別栽培面積と生産量（2016年度）

資料：JAにしうわホームページ
　注： 温州みかんは温室みかん、極早生、早生、南柑20号、普通を含み、中晩柑は伊予柑、ポンカン、

デコポン、清見タンゴール、甘夏、ニューサマーオレンジ、その他晩柑類を含む。

栽培面積 生産量

写真３　斜面いっぱいに広がる果樹畑
（JAにしうわ管内は傾斜地が多く、適した作物が限られ
るものの、日照量が多く柑橘栽培に適した環境である。）
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さらに、収穫の手伝いに来てくれていた親戚や地

域の知り合いも同じく高齢化し、収穫期における労

働力の確保はさらに難しいものとなってきている。

～アルバイターを求めて他産地へ～

同JAでは、このまま労働力の減少が続けば産地

の維持が困難であるとの危機感から、早くから農

繁期の労働力確保に向け動き出す。1994年からは

全国からみかんアルバイターを募集し、農繁期の 

40～50日程度の収穫作業に従事してもらう「みか

んアルバイター募集事業」を行っている（図12）。

さらに、2014年には県、市町村、農業委員会、同

JAで構成される「西宇和みかん支援隊」を立ち上げ、

希望者に対して情報提供や援農・就農までの総合的

なサポートを行うなど、「農繁期の労働力確保」「担

い手の確保・育成・定着」に向けて関係者が一体と

なって取り組みを進めている。また、2015年には、

宿泊施設「マンダリン」を整備している。

上記のみかんアルバイター事業による雇用人数は

1994年の32人から年々増加し、2018年には287

人と拡大しているが、まだ生産者の要望人数には達

していない。より多くのアルバイターの確保のた

め、全国から集まるアルバイターから「以前はどこ

資料：JAにしうわ
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図10　JAにしうわ管内農業者の年齢構成
（2014年度）

図11　JAにしうわ管内出荷農家戸数の推移

資料：JAにしうわ
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図12　みかんアルバイター募集事業実績
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で働いていたか」「この後はどこに行くのか」など

の聞き取りを行い、2012年ごろから、名前の挙がっ

た北海道の富良野市などに直接出向いてチラシの配

布・掲示や募集説明会を行うなど、他産地でも積極

的に募集活動を行ってきた。

～ JAふらの、JAおきなわとの連携、協議会の設立～

このように他産地を回る中で、同じように農繁期

の集中、人手不足という悩みを抱えるJAふらの（北

海道）、JAおきなわ（沖縄県）との親交を深めてい

く。JAにしうわは11～12月のみかん収穫期、JA

おきなわは１～３月のサトウキビの収穫や製糖工場

の稼働時期、JAふらのは４～10月のメロンやミニ

トマトの定植や収穫と、それぞれ繁忙期のピークが

重ならないことから、任期が終わるアルバイターに、

次の仕事先として相互に紹介し合うなど、募集活動

を通して協力体制を築いていった。募集の段階では、

①互いの産地へ赴いての募集活動（チラシの配布や

説明会の開催など）、アルバイターの相互紹介②東

京などで行う募集説明会の共同開催③ホームページ

の相互リンク、人材募集サイトへの共同掲載－など、

採用の段階では、①面接などの負担軽減のためのア

ルバイター情報の共有②連携先からのアルバイター

への優遇策（任期を満了した者への手当支給など）

－などを行い、産地側にとっては、募集・採用に係

る労力およびコストの軽減、アルバイターにとって

は次の仕事先を探す労力や面接などの採用に係る負

担の軽減、また手当の支給などのメリットがある取

り組みとなっている。

さらに、3JAでは2019年２月、この連携を一過

性のものとすることなく、より強固な、継続的な取

り組みとすることを目的に「農業労働力確保産地間

連携協議会」を設立した。同協議会では、①相互募

集協力②連携ボーナス（赴任手当）支給③共同募集

活動―などの活動を計画として定めており、設立式

典では、同様の課題を抱える全国の産地の試金石と

なるよう、強い決意を持って３地域が連携した援農

者募集活動を展開すると設立趣旨が述べられた（写

真４）。

写真４　農業労働力確保産地間連携協議会設立式典にて、左からJAふ
らの植﨑代表理事組合長、JAにしうわ木下代表理事理事長、
JAおきなわ大城代表理事理事長、JA全中肱岡常務理事
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（２）援農者の受入れ体制づくり
～宿舎の整備に伴い受入れ人数も拡大～

雇用環境の厳しい中、年々アルバイターの受入れ

人数を拡大しているJAにしうわであるが、援農者

の安定確保のためには何より宿泊場所の確保が課題

となるという。

受入れの基本はホームステイで、アルバイターを

希望する農家はまずホームステイが可能かどうかを

検討し、難しい場合は受入れを断念することもある。

少しでも多くの人を受け入れるため、八幡浜市では

廃校となった小学校を改修し、2015年に宿泊施設

「マンダリン」を整備した（写真５）。

写真５　宿泊施設「マンダリン」
（JAにしうわが管理・運営を行い、アルバイター宿泊の他、農業研修や農業体験、消費者交流などに活用
されている。施設内にも小学校の面影が随所に見られる。）

収容人数は88人で、同施設の整備と同じ頃か

ら空き家を利用したシェアハウスの活用も増え、

2015年から現在に至るまで、アルバイターの受入

れ人数は100人以上拡大した。シェアハウスは、生

産者数人で空き家を改修し、複数のアルバイターで

シェアしてもらうという仕組みで、生産者の発案で

自然発生的に始まり、宿泊施設の拡大の一端を担っ

ている。この他、ホームステイの負担軽減のため、

JAによる各地域への夕食の配達（共同炊飯と言う。

繁忙期の炊事負担の軽減につながる）も行っている。

～賃金だけではない、リピーターが訪れる魅力～

前述のシェアハウスの例のみならず、アルバイ

ター確保はあくまでも農家が主導となって実施して

おり、JAなど関係者は農家の取り組みを支える存

在であるという。先に述べた通り、農繁期の人手不

足は生産者にとって死活問題となることから、生産

者一人一人が労働力確保に向けた意識が非常に高

く、自ら前年のアルバイターに電話をかけるなど、

援農者の確保に努めている。競合する他産地と比べ

て決して時給が高いわけではないというが、アルバ

イターのうち、半数以上がリピーターや、リピー

ターの紹介による人が占めるという。賃金など労働

条件だけでは見えてこない仕事先としての産地の魅

力について、今回生産者の山田氏ご夫妻とアルバイ

ターのマモルさんとナナミさんにお話を聞く機会を

得た。

山田氏ご夫妻は温州みかんと中晩柑、一部柿など

合わせて約３ヘクタールの園地で果樹生産を行って

いる。訪問した11月は収穫の最盛期であったこと

から、夫妻のほかに常時４人のアルバイターを雇用

し、週末は松山市からの有償ボランティアの受入れ

も行っている（有償ボランティアの取り組みについ

ては後述する）。以前は近くに住む親戚が手伝いに
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来てくれていたが、80代と高齢になったことから

難しくなり、３年前からアルバイターを受け入れ始

めた。マモルさんはリピーターとして今回２回目の

援農で、それ以前は神奈川県でのみかんの収穫作業

や、沖縄県でのサトウキビ収穫、製糖工場などでの

勤務経験があるという。ナナミさんはマモルさんの

紹介で今回が初めての援農だが、以前から果樹の収

穫作業に興味があったという。それぞれ、収穫作業

の他にマモルさんはコンテナの運搬、ナナミさんが

選果や伝票作成などの事務補助などをしており、２

人で入ってくれてとても助かっていると山田氏は語

る（写真６）。

マモルさん、ナナミさん共に夫妻からは自分の息

子、娘のように良くしてもらっているという。宿泊

は山田氏が所有する空き家を利用しているが、宿泊

施設マンダリンでの他のアルバイターとの交流など

もあり、現地での生活を楽しんでいるようだ。マモ

ルさんは昨年に引き続き訪れた理由として「賃金は

他の所の方が良いかもしれないが、人とのつながり

や、宿泊や食事の面での体制も整っていることも大

きかった。１年目より２年目の方が来やすいという

面もある」とし、来年もし自分が来ることができな

くても、知り合いを紹介したいと語る。宿泊費がか

からず、食事代についても支給があるなど、生活面

での負担が無いことに加え、日々のコミュニケー

ションの中で培われた山田氏夫妻との信頼関係が再

び愛媛で援農を行う動機の一つとなったようだ。

JAにしうわでは、アルバイターを単なる労働力

として捉えるのではなく、生産者や地域との交流に

より地域の活性化につなげてもらうこと、愛媛の魅

力を知ってもらい、西宇和みかんのファンになって

もらうことが当初からの目的だったとしている。受

入れ側の生産者一人一人にもこのような姿勢が浸透

していることが、アルバイターにとっての現地での

生活の充実につながり、賃金以外の魅力の一つと

なっているのではないだろうか。

写真６　左から、アルバイターのマモルさん、山田氏ご
夫妻、ナナミさん、JAにしうわ農業振興部菊池
部長

図13　2018年度みかんアルバイター募集チラシ
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（３）労働力の安定確保に向けて
JAにしうわでは、前述したJAこしみずとの提携、

JAふらの、JAおきなわとのアルバイター募集の連

携に加え、地元の潜在的な労働力の掘り起こしにも

力を入れており、その一つが有償ボランティアであ

る「八幡浜お手伝いプロジェクト」への協力である。

これは、比較的人口の多い松山市から個人や企業な

どの「お手伝いワーカー」を募集し、有償ボランティ

アの受入れを希望する生産者とマッチングする仕組

みである。生産者は労働対価を同プロジェクト実行

委員会に支払い、お手伝いワーカーには管内でガソ

リン代や食事代などに利用できるクーポン券が支給

される。こうした取り組みが援農者の安定的・継続

的な参加につながっており、新しい形での地域貢献

活動・都市農村交流のモデルケースとなることも期

待されている。同プロジェクトでは、送迎など交通

手段の確保において前述の「西宇和みかん支援隊」

が支援を行っている。

同JAではこの他にも外国人労働力の活用の検討

や担い手の育成に向けたさまざまな取り組みを展開

しており、労働人口の減少が続き援農者確保がます

ます難しくなる中で、可能性がある新たな取り組み

を模索し続けたいとしている。

３．外国人材の活用に向けて
JAこしみずでは、2017年から外国人技能実習

生（以下「実習生」という）を受け入れている。当

時の法制度の下では、生産者が個別に実習生を受け

入れる仕組みとなっていたため、農作業が無くなる

冬に生産者の責任で作業機会を創出することが難し

い状況にあった。受け入れたとしても、ほとんどの

実習生がその年の農作業が終わるとすぐに帰国して

しまうため、翌春には新たな人材を確保する必要が

あることなども生産者にとって大きな負担となって

いた。

そこで、関係省庁などと協議し、実習生が生産者

の圃場で作業を行う際はJAの職員が指揮・監督す

ることを条件に、JAこしみずが実習実施者（実習

生の受入れ先）となることが認められた。これによ

り、圃場での農作業ができない冬はJAの選果場な

どで作業をしてもらうことで年間を通じて実習を行

う体制が整い、2017年３月にベトナムから４人の

実習生を受け入れた。当時は、全国初の試みとして

注目を集め、外国人技能実習制度の新たな可能性を

示すものとなった。

2019年４月からは、外国人材の活用をめぐる動

きは大きな転換期を迎えた。出入国管理法の改正に

より、人手不足が深刻化する14の産業分野で外国

人の新たな在留資格が創設され、労働者として外国

人を受け入れることが可能となった。そのうち農業

分野では、政府は５年間に最大３万6000人余りの

受入れを見込んでいる。この制度の下では、１事業

所当たりの受入れ人数に制限がなく、従事させるこ

とができる業務の幅が広がり、派遣形態での雇用も

認められる。また、転職することも可能で、雇われ

る外国人にとっても技能実習制度と比べ働き方の自

由度が高い。今回調査したJAの中には、前年から

受入れを検討しているところもあり、早ければ年内

に受入れを開始するとみられる。

おわりに
統計データが存在しないため正確な数字は分から

ないが、各地の農村や観光地などを転々としながら

働く者は、日本全国で数万人に上るともいわれてい

る。男女問わず若者が多いが、定年退職後の第二の

人生として働いている60代以上の者も一定数いる

とみられる。今回の調査で出会ったアルバイターの

２人も、季節ごとにさまざまな地域でアルバイトを

しながら生計を立てている。彼らのような働き手は、

総じてさまざまな現場でさまざまな経験を積んでい
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ることから、コミュニケーション能力が高く、仕事

を覚えるのも早い。即戦力としての働きが期待でき

る人材であることから、繁閑がはっきりしている産

地が連携して人材を交流させようとする今回の事例

は、優秀な人材を安定的に呼び込み、確保するため

に非常な有効な取り組みだと言える。また、働き手

にとっても切れ目なく働き続けることができるた

め、収入の安定につながり、WIN-WINの関係が築

けるだろう。

外国人材の受入れに目を向けると、今回の法改正

により、技能実習制度を利用すると最長で通算10

年、日本に在留することができるようになる。この

ことから、日本に来ることが今以上に彼らの人生に

とって大きな決断になることは間違いないだろう。

今やインターネットの普及により、海外にいながら

日本のさまざまな情報を収集できる時代である。そ

れゆえ、就労が認められた農業を含む14の産業分

野に関するさまざまな情報や話題について、事前に

収集・分析することは彼らにとって容易なことであ

る。各人が発した現場の評価や働いた感想は、一瞬

にして多くの者が共有できる環境下にあり、ネガ

ティブな評判が広がれば、日本で働きたいと思う者

が減り、政府が見込んだ受入れ人数が下振れする可

能性も十分ある。そのため、外国人材を受け入れる

前から安心して働ける労働環境を整え、外国人観光

客を誘致するときと同様、温かく迎えようという気

持ちを示すことが肝要である。

農林水産省の担当者は、「新制度により農業の現

場に就労できる特定技能外国人は、日常生活や業務

に支障がない程度の日本語能力を有し、農業技能に

関して即戦力となるスキルと経験を持つ優れた人材

である。さまざまな能力を持つ外国人を画一的に働

く単純作業だけにとどめておくのは非常にもったい

ない」と語る。その言葉が示す通り、外国人ならで

はの発想を現場で生かしたり、適材適所に配置した

りすることで労働時間の削減や生産性の向上につな

げてほしい。

最後に、今回の調査にご協力いただいた小清水町

農業協同組合の皆さま、西宇和農業協同組合の皆さ

ま、ふらの農業協同組合の皆さま、沖縄県農業協同

組合の皆さまに、改めてお礼申し上げます。


